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専攻建築士登録更新審査、認定基準 

（目 的） 
第１条 この「登録更新審査、認定基準」は、専攻建築士制度の規則に基づき、専攻建築士の登録更

新の審査、認定基準を定め、かつ、その適正な運営を図ることを目的とする。 
 
(申 請) 

第２条 登録を更新しようとする専攻建築士は、「登録更新審査、認定基準」に基づき、事務要領に 

定める書式により、所属する建築士会に申請する。 

 

（登録更新審査、認定基準） 
第３条 ５年毎の登録更新にかかわる審査、認定基準は、次のとおりとする。 

１ 実務の確認 
(1)一つの専攻領域に関し、責任ある立場での実務実績３件以上であること。 
(2)一つの専門分野に関し、３件以上の実務経歴とし、そのうち当該専攻領域に必要な実務実
績が１件以上含まれていること。 

(3)実務実績又は実務経歴は、登録更新申請時から２０年間遡ることができる。 
(4)１８ヶ月を超える長期プロジェクトは、実務実績２件とすることができる。 

 
２ CPD単位の確認 

(1)必要な CPD 単位数は、登録更新日の５年前から当該申請の日の前日までの５年間で２５
０単位以上とする。（CPD単位数の内訳は、「実務による CPD」５０単位以上、「研修によ
る CPD」１００単位以上とし、かつその合計が２５０単位以上とする。） 

(2)登録更新の申請時点に建築士免許取得後 30年を超える申請者で、専攻領域において CPD
単位を求める必要が無いほど十分な実務実績を有していると専攻建築士審査評議会が認め

た者は、建築士法第２２条の２に定められた定期講習又は建築士会が行う特別認定研修等

のいずれか１回以上の受講または「研修による CPD」４０単位以上取得することをもって、
１号の規定は適用しない。 

 
（CPD 単位の緩和） 

第４条 登録申請日の５年前から当該申請の日の前日までの５年間に、傷病、産休等やむを得ない事

情により CPD単位を取得できなかったときは、1か月毎に５単位かつ５０単位を上限として
登録更新に必要な２５０単位から減じることができる。 

 
（合意協定団体等の資格） 

第５条 専攻建築士審査、認定・登録基準第７条に規定する合意協定団体等の資格をもって登録更新

をするときは、第３条１項の規定は適用しない。また、第３条２項１号の CPD 単位数につ
いては、合意協定団体において必要な CPD単位の取得で代替することができる。 

 

（登録更新の審査と認定） 
第６条 専攻建築士審査評議会は、登録更新申請について、専攻建築士「登録更新審査、認定基準」

に基づき審査する。 
２ 専攻建築士認定評議会は、建築士会からの登録更新認定申請を受け、登録更新者を認定する。 
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（専攻建築士登録証、専攻建築士登録証カード） 

第７条 登録更新が認定された者には、登録証・登録証カードを交付する。 
 

（規則、審査,認定・登録基準の準用） 

第８条 本基準に定めのない事項については、「専攻建築士制度規則」に基づき「専攻建築士審査、認

定・登録基準」を準用する。 
 

(附則) 

１ この「登録更新審査、認定基準」は、平成１９年１２月１４日から適用する 
２ 建築士会は、下記の①②に該当する登録更新の申請者について、登録更新申請に必要な

CPD単位を２００単位以上とすることができる。また、申請日までに２００単位に満たな
い場合は、登録更新日までに２００単位を満たすことを確約して申請することができる。 
① 当該建築士会が専攻建築士制度を開始した初年度に申請し、認定された専攻建築士で

あること 
② 当該建築士会が初めて行う登録更新受付に申請する専攻建築士であること 

３ (社)栃木県建築士会、(社)東京建築士会、(社)静岡県建築士会、(社)大阪府建築士会 
  (社)大分県建築士会においては、第３条１項実務の確認について、当該建築士会の初めて

の登録更新受付時に申請をした専攻建築士に限り、その専攻建築士の認定登録申請時点の

審査、認定・登録基準を準用することができる。 
 
 

＊ この改編は、平成 20年 10月 24から適用する。 
 


